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ジ
ャ
ン

ボ
ダ
ン
の
生
涯
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六
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清

末

尊

目

次

し

が
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形
成
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一
一
五
三
一
年
l
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実
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を
求
め
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一
一
五
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九
年
七
四
年

実
践
を
求
め
て
(
続
)
一
一
五
七
四
年
|
八
三
年

安
ら
ぎ
を
求
め
て
一
一
五
八
三
年
l
九
六
年

序第
一
章
ラ
テ
ン
語
版
の
『
国
家
論
』
と
子
供
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教
育
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二
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リ

l
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支
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号
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ホ
ダ
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ァ
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ワ
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ン
グ
レ

1
ム
家
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付
二
地
図
一
宗
教
戦
争
時
代
の
フ
ラ
ン
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:
:
:
(
本
号
)
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ブ
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ン
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ギ
l
ズ
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ロ
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l
ヌ
家
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モ
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モ
ラ
ン
シ

l
家

大
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説

第
四
章

死

平

来日

と

E命

一
五
九
三
年
七
月
の
ア
ン
リ
四
世
の
改
宗
は
、
ボ
ダ
ン
の
予
言
ど
お
り
、
平
和
を
も
た
ら
す
「
六
年
目
の
大
変
革
」
と
な
っ
た
。
翌
九
四

年
二
月
の
シ
ャ
ル
ト
ル
で
の
戴
冠
は
改
宗
の
効
果
を
決
定
的
な
も
の
に
し
た
。
若
き
ギ

l
ズ
公
の
手
中
に
あ
る
戴
冠
の
町
一
フ
ン
ス
で
は
な
か

っ
た
が
、
ラ
ン
ス
の
聖
油
よ
り
奇
跡
力
が
あ
る
と
信
じ
ら
れ
て
い
た
シ
ャ
ル
ト
ル
の
聖
油
に
よ
る
聖
別
は
、
そ
の
効
果
を
減
ず
る
も
の
で
は

な
か
っ
た
。
教
皇
ク
レ
メ
ン
ス
八
世
は
破
門
を
解
こ
う
と
は
せ
ず
、
司
祭
や
イ
エ
ズ
ス
会
士
に
支
持
さ
れ
た
暗
殺
の
企
て
も
あ
っ
た
が
、
リ

ー
グ
の
都
市
は
次
々
と
改
宗
し
た
王
の
権
威
を
認
め
て
い
っ
た
。
貴
族
は
勝
利
の
確
実
な
王
か
ら
代
償
の
地
位
と
金
を
求
め
て
、
都
市
民
は

内
戦
と
無
秩
序
に
疲
れ
、
王
権
の
み
が
与
え
て
く
れ
る
平
和
と
秩
序
を
求
め
て
。
ア
ン
リ
四
世
の
宥
和
政
策
、

つ
ま
り
妥
協
も
そ
れ
を
早
め

た。
ル
l
ア
ン
の
守
備
隊
長
ボ
ワ
リ
ロ
ゼ
は
ヴ
ィ
ヤ

l
ル
H
プ
ラ
ン
カ
に
反
旗
を
翻
し
て
、
ニ
つ
の
町
を
国
王
側
に
つ
け
(
九
三
年
七
月
)
、
ヴ
イ

ヤ
ー
ル

H
プ
ラ
ン
カ
も
マ
イ
エ
ン
ヌ
公
に
も
ら
っ
た
提
督
の
地
位
と
七
一
万
五
四
一
二

O
エ
キ
ュ
を
代
償
に
、

ル
l
ア
ン
始
め
多
く
の
町
を
国

王
側
に
つ
け
(
九
四
年
三
月
)
、
ノ
ル
マ
ン
デ
ィ
は
オ
ン
フ
レ

1
ル
の
町
を
除
い
て
国
王
側
に
つ
い
た
。
カ
ン
ブ
レ
の
総
督
パ
ラ
ニ
、
モ
ー
の
総

督
ヴ
ィ
ト
リ
は
地
位
の
保
障
と
引
き
換
え
に
、
町
を
国
王
側
に
つ
げ
(
九
一
一
一
年
一
二
月
)
、
ラ
・
シ
ャ
ト
ル
は
マ
イ
エ
ン
ヌ
公
に
も
ら
っ
た
元
帥

の
地
位
と
二
五
万
エ
キ
ュ
を
代
償
に
、
オ
ル
レ
ア
ン
と
プ

l
ル
ジ
ュ
を
国
王
側
に
つ
け
た
(
九
四
年
二
月
)
。
リ
ヨ
ン
の
町
は
リ

l
グ
の
大
司
教

エ
ピ
ナ
ク
と
組
ん
で
蜂
起
し
、
独
立
の
公
国
を
築
こ
う
と
し
て
い
た
ヌ
ム

l
ル
公
を
捕
え
て
、
投
獄
し
(
九
三
年
九
月
)
、
更
に
二
回
目
の
蜂
起

で
町
を
国
王
側
に
明
け
渡
し
た
(
九
四
年
二
月
)
。
プ
ロ
ヴ
ア
ン
ス
で
は
、
リ
ー
グ
の
ソ

l
女
伯
、
カ
ル
セ
伯
、
そ
の
他
の
貴
族
が
国
王
側
に
つ

エ
ク
ス
の
高
等
法
院
は
九
四
年
一
月
に
国
王
へ
の
帰
順
を

き
、
独
立
の
公
国
を
築
こ
う
と
し
て
い
た
地
方
総
督
エ
ベ
ル
ノ
ン
公
と
対
時
し
、
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決
定
し
た
。

ペ
リ
ゴ

l
ル
、
リ
ム

l
ザ
ン
を
中
心
と
す
る
南
西
部
で
は
、
九
三
年
末
か
ら
最
大
の
農
民
一
撲
、

ク
ロ
カ
ン
の
一
授
が
リ

l
グ

の
領
主
た
ち
の
略
奪
・
暴
行
に
対
す
る
闘
い
に
立
ち
上
が
り
、
農
民
も
反
リ

l
グ
、
国
王
支
持
を
明
確
に
し
て
い
た
。

マ
イ
エ
ン
ヌ
公
の
領

地
ブ
ル
ゴ

i
ニ
ュ
で
も
、
農
民
は
反
リ

i
グ
に
立
ち
上
が
り
、
国
王
軍
に
合
流
し
て
い
た
。
九
四
年
二
月
に
、

ス
ペ
イ
ン
特
使
タ
シ
ス
は
フ

エ
リ

1
ぺ
に
宛
て
、
「
こ
れ
ま
で
に
手
中
に
収
め
た
も
の
で
、
彼
〔
ア
ン
リ
四
世
〕
は
十
分
に
強
力
な
フ
ラ
ン
ス
王
に
な
っ
て
い
ま
す
」
と
書
き

送
っ
た
。

マ
イ
エ
ン
ヌ
公
が
首
都
を
確
保
す
る
た
め
の
最
後
の
努
力
を
し
て
い
た
。

リ
チ

l
ク
を
追
放
し
、
疑
わ
し
い
市
総
督
プ
ラ
ン
を
解
任
し
、
他
方
で
ス
ペ
イ
ン
特
使
、
教
皇
特
使
に
従
う
一
六
人
委
員
会
の
集
会
を
認
め
、

マ
イ
エ
ン
ヌ
公
派
の
市
総
督
ブ
リ
サ
ク
と
市
長
リ
ュ
イ
エ
の
体
制
を
し
き
、
九
四
年
三
月
六
日
に
、

パ
リ
で
は
、

一
方
で
前
市
長
ド
ブ
レ
以
下
九
名
の
指
導
的
な
ポ

両
者
の
バ
ラ
ン
ス
の
上
に
、

マ
ン
ス
フ

エ
ル
ト
伯
率
い
る
ス
ペ
イ
ン
軍
と
合
流
す
る
た
め
に
ソ
ワ
ソ
ン
に
向
け
て
出
発
し
た
。
し
か
し
、
も
は
や
マ
イ
エ
ン
ヌ
公
派
な
ど
な
く
、
プ

リ
サ
ク
は
直
ち
に
リ
ュ
イ
エ
と
謀
っ
て
、
首
都
を
国
王
に
明
け
渡
す
交
渉
に
入
っ
た
。
三
月
二
二
日
の
夜
明
け
に
国
王
軍
が
ひ
そ
か
に
パ
リ

に
入
城
し
て
、
抵
抗
を
受
け
る
間
も
な
く
制
圧
し
、

ジャン・ボダンの生涯(六・完)

ノ
ー
ト
ル
・
ダ
ム
で
感
謝
の
ミ
サ
を

ル
l
ヴ
ル
に
入
っ
た
。
わ
ず
か
元
帥
の
地
位
と
四
八
万
二

O
O
O
エ
キ
ュ
で
首
都
を
手
中
に
収
め
た
。
ス
ペ
イ
ン
特
使
と
ス
ペ
イ
ン

軍
、
そ
れ
に
従
う
ブ

l
シ
ェ
以
下
五
、
六

O
名
の
司
祭
と
修
道
士
が
パ
リ
か
ら
退
去
し
、
二
一

O
名
ほ
ど
の
一
六
人
委
員
会
の
メ
ン
バ
ー
が

追
放
さ
れ
た
だ
け
で
、
国
王
の
宥
和
政
策
に
よ
っ
て
、
過
去
の
こ
と
は
す
べ
て
許
さ
れ
た
。
パ
リ
高
等
法
院
、
ソ
ル
ボ
ン
ヌ
も
急
い
で
か
つ

て
の
誤
っ
た
決
定
、
宣
言
を
徹
回
し
、
満
場
一
致
で
ア
ン
リ
四
世
を
正
統
な
王
と
決
定
、
宣
言
し
た
(
三
月
三

O
日
、
四
月
一
一
一
一
日
)
。

パ
リ
が
陥
ち
た
の
で
、
焦
点
は
マ
イ
エ
ン
ヌ
公
、
そ
れ
に
オ
マ
ル
公
、
若
き
ギ

l
ズ
公
の
拠
点
で
あ
り
、

ア
ン
リ
四
世
は
民
衆
の
歓
呼
の
声
に
迎
え
ら
れ
、

あ
げ
、

マ
ン
ス
フ
ェ
ル
ト
率
い
る
ス
ぺ

イ
ン
軍
、

そ
れ
に
ロ
レ

l
ヌ
公
が
侵
入
し
て
い
る
東
部
、

そ
し
て
そ
の
要
衝
の
町
ラ
ン
に
移
っ
た
。

パ
リ
が
陥
ち
た
知
ら
せ
は
す
ぐ
に
ラ
ン
の
町
に
届
い
た
。
三
月
二
三
日
に
は
マ
イ
エ
ン
ヌ
公
が
訪
れ
、
次
男
の
シ
ヤ
ル
ル
・
エ
マ
ニ
ュ
エ

北法38(2・3)201 



三三A、
a間

ル
を
市
総
督
に
据
え
て
、
ラ
ン
の
防
衛
に
乗
り
出
し
、
二
七
日
に
は
パ
リ
か
ら
退
却
し
た
ス
ペ
イ
ン
特
使
や
ス
ペ
イ
ン
軍
が
到
着
し
て
き
た
。

m

リ
l
グ
側
が
圧
倒
的
に
強
い
状
況
で
、
ラ
ン
の
町
で
は
、
パ
リ
が
陥
ち
、
誰
も
処
罰
さ
れ
な
か
っ
た
と
い
う
知
ら
せ
も
余
り
動
揺
を
生
ま
な
叫の

F
白

か
っ
た
。
ボ
ダ
ン
と
リ

l
グ
の
指
導
者
の
一
人
デ
ピ
ノ
ワ
が
国
王
支
持
を
明
確
に
し
、
国
王
側
に
つ
く
説
得
工
作
を
始
め
た
が
、
効
果
は
な

8
丹
、

υ

の
年
、
九
三
年
中
に
は
、
遅
く
と
も
「
七
年
目
の
平
和
」
の
年
、
九
四
年
初
め
ま
で
に
は
ア
ン
枕

か
っ
た
。
ポ
ダ
ン
は
「
六
年
目
の
大
変
革
」

説

リ
四
世
支
持
に
態
度
を
変
え
、
状
況
が
自
分
の
予
言
ど
お
り
に
展
開
し
て
い
る
と
楽
観
的
に
判
断
し
、
そ
れ
に
パ
リ
高
等
法
院
の
決
定
と
い

う
権
威
や
官
職
を
失
う
こ
と
へ
の
恐
怖
も
あ
っ
て
、
行
動
に
出
た
の
で
あ
ろ
う
。
彼
ら
は
四
月
五
日
に
町
を
脱
け
出
し
て
サ
ン
・
ヴ
ァ
ン
サ

ン
修
道
院
に
隠
れ
、
国
王
側
の
軍
隊
に
救
い
を
求
め
た
。
し
か
し
、
彼
ら
は
疑
わ
れ
、
王
党
派
の
ラ
ン
初
審
裁
判
所
が
移
さ
れ
て
い
た
町
シ

ヨ
ニ
イ
で
一
時
「
捕
虜
」
と
し
て
投
獄
さ
れ
た
。

四
月
か
ら
五
月
に
か
け
て
、
東
部
の
都
市
も
次
々
と
国
王
側
に
つ
い
て
い
っ
た
。
ピ
カ
ル
デ
ィ
の
ペ
ロ
ン
ヌ
、

モ
ン
一
ア
イ
一
ア
ィ
ェ
、

シ
ヤ

ン
パ

l
ニ
ュ
の
ト
ロ
ワ
、

サ
ン
ス
、

シ
ョ

i
モ
ン
、
ブ
ル
ゴ

l
ニ
ュ
の
マ
コ
ン
、

オ
ク
セ

l
ル、

ア
ヴ
ア
ロ
ン
、

そ
し
て
ラ
ン
の
近
く
で
は

ク
シ
が
国
王
側
に
つ
い
た
。
し
か
し
、
ラ
ン
の
町
は
五
月
初
め
に
防
衛
・
臨
戦
体
制
を
固
め
た
。

マ
イ
エ
ン
ヌ
公
の
顧
問
ジ
ァ
ナ
ン
、
守
備
献
長
ブ

l
ル
の
司
令
部
を
作
り
、
六

O
O人
少
々
の
軍
人
、

マ
イ
エ
ン
ヌ
公
の
息
子
の
下
に
顧
問
リ

ュ
ラ
ッ
ク
伯
、

一二

O
O人
ほ
ど
の

住
民
、

そ
れ
に
聖
職
者
か
ら
な
る
守
備
隊
を
組
織
し
た
。
市
政
は
リ

l
グ
の
代
官
ル
グ
ラ
と
そ
の
義
父
で
治
安
判
事
に
選
ば
れ
た
ラ
ピ
ツ
シ

ュ
が
ぎ
ゅ
う
じ
り
、
軍
隊
に
支
払
う
金
と
小
麦
、
ぶ
ど
う
酒
を
徴
収
し
、
ラ
ン
地
方
の
作
物
、
家
畜
を
域
内
に
入
れ
、
同
時
に
広
ま
り
始
め

た
伝
染
病
に
対
処
し
た
。

ア
ン
リ
四
世
自
ら
指
揮
す
る
一
万
五
、
六

O
O
O
の
国
王
軍
は
、

ス
ペ
イ
ン
軍
に
包
囲
さ
れ
た
ラ
・
カ
ベ
ル
救
出
に
向
う
途
中
、
ラ
・
カ

ペ
ル
が
陥
ち
た
の
で
、

五
月
二
五
日
か
ら
ラ
ン
の
包
囲
戦
に
入
っ
た
。

マ
イ
エ
ン
ヌ
公
と
マ
ン
ス
フ
ェ
ル
ト
の
八
、
九

O
O
Oの
連
合
軍
が

六
月
一
二
日
に
ラ
ン
の
救
出
に
来
、
戦
争
を
避
げ
な
が
ら
、
城
内
に
兵
隊
と
弾
薬
を
送
り
込
も
う
と
し
た
が
、
二
度
と
も
撃
破
さ
れ
、

J¥ 



日
に
去
っ
て
い
っ
た
。
六
月
一
一
一
日
か
ら
ラ
ン
の
町
に
対
す
る
攻
撃
が
始
ま
り
、
サ
ン
・
ヴ
ァ
ン
サ
ン
修
道
院
に
通
ず
る
丘
の
道
と
サ
ン
・

マ
ル
タ
ン
に
続
く
向
い
の
丘
か
ら
大
砲
を
何
百
、
何
千
と
城
門
、
域
内
に
向
け
て
打
ち
込
み
、
実
害
よ
り
も
む
し
ろ
恐
怖
心
に
よ
っ
て
、
守

備
隊
兵
の
脱
走
が
続
出
し
た
。
プ

l
ル
は
町
に
逃
げ
込
ん
で
い
た
農
民
か
ら
守
備
隊
を
補
充
し
、
ル
グ
ラ
と
ラ
ビ
ッ
シ
ュ
は
軍
隊
に
支
払
う

ぶ
ど
う
酒
を
強
制
的
に
徴
収
し
、
女
・
子
供
を
大
聖
堂
に
避
難
さ
せ
、
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
会
士
ジ
ャ
コ
ブ
は
毎
日
説
教
で
住
民
を

金
と
小
麦
、

勇
気
づ
げ
て
い
た
が
、
市
総
督
は
遂
に
七
月
一
九
日
に
、
住
民
と
守
備
隊
の
要
望
書
に
応
じ
て
、
降
伏
交
渉
に
入
る
こ
と
を
決
定
し
た
。
七

月
二
二
日
に
降
伏
文
書
に
調
印
し
、
軍
人
に
は
ソ
ワ
ソ
ン
へ
移
る
自
由
と
安
全
の
保
障
、
住
民
に
は
過
去
の
行
為
を
一
切
追
求
せ
ず
、
現
状

の
全
面
的
容
認
を
条
件
に
、
八
月
二
日
に
町
を
国
王
に
明
け
渡
す
こ
と
が
決
ま
っ
た
。
翌
二
三
日
の
市
民
総
会
で
も
、
議
長
ラ
ビ
ッ
シ
ュ
の

反
対
に
あ
っ
た
だ
け
で
、
受
け
入
れ
ら
れ
た
。
八
月
二
日
に
、
マ
イ
エ
ン
ヌ
公
の
息
子
以
下
の
軍
人
が
王
門
か
ら
ソ
ワ
ソ
ン
に
向
け
て
退
城

し
、
入
れ
代
わ
り
に
、
新
た
に
ラ
ン
の
市
総
督
に
任
命
さ
れ
た
マ
リ
ヴ
ォ
の
領
主
ク
ロ
ー
ド
・
ド
・
リ
ル
の
軍
隊
が
入
城
し
、
ラ
ン
の
町
は

国
王
側
に
つ
い
た
。
翌
三
日
に
は
ア
ン
リ
四
世
が
入
城
し
、
ノ
ー
ト
ル
・
ダ
ム
大
聖
堂
で
感
謝
の
ミ
サ
を
あ
げ
、
ラ
ン
の
町
に
関
し
て
は
ボ

ダ
ン
の
予
言
ど
お
り
に
、
「
七
年
目
の
平
和
L

が
戻
っ
た
。

ジャン・ボダンの生涯(六・完)

ラ
ン
の
町
は
疲
弊
と
混
乱
の
極
に
達
し
て
い
た
。
包
囲
の
聞
の
出
費
が
九
七
二
一
エ
キ
ュ
の
金
と
五
六
八
ア
ネ
の
小

麦
、
六
八
七
樽
の
ぶ
ど
う
酒
も
か
か
っ
た
上
に
、
更
に
国
王
か
ら
包
囲
戦
の
出
費
と
城
壁
の
修
復
費
と
し
て
三
万
エ
キ
ュ
、
そ
れ
に
国
王
軍

へ
の
支
払
い
と
防
衛
強
化
の
た
め
の
城
塞
の
建
設
を
課
さ
れ
、
投
獄
を
伴
う
強
制
を
も
っ
て
執
行
さ
れ
、
包
囲
戦
開
始
か
ら
九
四
年
末
ま
で

の
出
費
は
五
万
五
七
二
二
エ
キ
ュ
に
も
達
し
た
、
と
言
う
。
ラ
ン
の
町
は
破
産
状
態
で
、
周
り
の
農
村
は
荒
廃
し
て
お
り
、
「
金
だ
け
で
な

く
、
小
麦
と
ぶ
ど
う
酒
も
ま
っ
た
く
欠
乏
」
し
て
い
た
。
ラ
ン
を
と
り
ま
く
周
り
の
町
が
、
マ
イ
エ
ン
ヌ
公
の
ソ
ワ
ソ
ン
、
ス
ペ
イ
ン
軍
の

平
和
は
戻
っ
た
が
、

り
六

O
ソ
ル
か
ら
毎
日
上
昇
し
続
け
、
住
民
は
シ
ャ
ロ
ン
や
サ
ン
・
カ
ン
タ
ン
、

そ
れ
に
一
一
月
に
若
き
ギ

i
ズ
公
が
国
王
側
に
つ
け
た
ラ

北法38(2・5)203 

ラ
・
フ
ェ
ー
ル
、

オ
マ
ル
公
の
ア
ム
と
リ

l
グ
に
つ
い
た
ま
ま
だ
っ
た
こ
と
も
そ
れ
に
拍
車
を
か
け
て
い
た
。
小
麦
は
一
キ
ヤ
ル
タ
ル
あ
た



説

4
4孟

ハU。，“pnv 
ヮ“

で
あ
り
、
正
統
な
王
に
戻
っ
た
の
で
服
従
し
た
と
い
う
正
当
化
が
公
認
さ
れ
て
い
る
状
況
で
、
暖
昧
な
も
の
に
な
り
、
混
乱
を
長
び
か
せ
た
。
お

ガ
ス
コ

l
ニ
ユ
人
か
ら
な
る
国
王
軍
が
昼
も
夜
も
騒
ぎ
、
盗
み
を
働
く
こ
と
や
、
高
熱
を
発
し
て
死
ぬ
伝
染
病
が
再
び
も
り
か
え
し
た
こ
と
枇

ン
ス
に
宝
石
、
貴
金
属
や
衣
服
を
も
っ
て
い
っ
て
、
小
麦
に
か
え
た
。
ま
た
、
逃
亡
し
た
り
追
放
さ
れ
た
住
民
が
帰
っ
て
き
た
が
、
家
財
が

な
く
、
反
乱
者
の
責
任
を
追
求
し
よ
う
と
し
た
が
、
ラ
ン
の
よ
う
な
降
伏
し
た
町
で
も
反
乱
の
正
当
化
、

つ
ま
り
異
端
の
王
に
反
乱
し
た
の

論

も
混
乱
に
拍
車
を
か
け
て
い
た
。

ボ
ダ
ン
は
ラ
ン
に
戻
り
、
検
事
の
職
に
と
ど
ま
っ
た
が
、
「
我
々
破
産
し
つ
つ
あ
る
者
」
と
嘆
い
て
い
た
よ
う
に
、
生
活
に
苦
慮
し
て
い
た

で
あ
ろ
う
。
地
代
が
入
る
べ
き
、

リ
ー
グ
に
つ
い
た
ま
ま
の
ラ
・
フ
ェ
ー
ル
と
ア
ム
の
周
り
に
は
行
け
ず
、
ラ
ン
の
周
り
は
荒
廃
し
て
お
り
、

財
産
目
録
に
は
「
近
隣
の
敵
の
た
め
に
今
は
何
も
受
取
る
こ
と
が
で
き
な
い
」
と
か
「
森
は
戦
争
で
略
奪
さ
れ
て
お
り
、
勘
定
に
入
れ
る
こ

サ
ン
ス

と
が
で
き
な
い
¥
「
貢
租
の
家
と
土
地
は
戦
争
に
よ
っ
て
ほ
と
ん
ど
壊
れ
、
荒
廃
し
て
い
る
」
な
ど
と
書
き
込
ん
で
い
る
。
そ
し
て
、
遺
産

相
続
を
め
ぐ
る
裁
判
沙
汰
に
忙
が
し
か
っ
た
。
そ
れ
は
妻
の
兄
妹
二
コ
ラ
と
マ
リ
の
遺
産
を
彼
の
妻
と
彼
が
後
見
人
の
姪
フ
ラ
ン
ソ
ワ
ー

ズ
・
オ
プ
ラ
ン
が
相
続
し
た
こ
と
(
最
終
的
に
九
二
年
六
月
)
に
起
因
し
、
二
つ
あ
る
。
軽
微
な
方
は
、
妻
方
の
親
戚
で
、
パ
リ
高
等
法
院
評

定
官
、
訴
願
審
査
官
の
ジ
ャ
ン
・
ジ
ヤ
ツ
ク
・
ド
・
メ
ム
を
相
手
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
大
金
持
で
、
本
や
写
本
の
収
集
に
は
金
に
糸

ニ
コ
ラ
の
年
二
五
リ

l
ヴ
ル
の
定
期
金
二
年
分
と
二

O
リ
i
ヴ
ル
の
負

目
を
つ
け
な
か
っ
た
法
服
貴
族
か
ら
、

そ
の
義
母
の
手
に
入
っ
た
、

債
の
支
払
い
を
求
め
ら
れ
た
も
の
で
、
九
四
年
一

O
月
の
メ
ム
の
手
紙
で
は
ボ
ダ
ン
は
そ
の
一
部
を
支
払
っ
た
よ
う
で
あ
る
が
、
更
に
支
払

い
を
求
め
ら
れ
て
い
る
|
|
ボ
ダ
ン
の
継
子
ニ
コ
ラ
・
バ
イ
ヤ
ー
ル
も
定
期
金
五
年
分
五

O
リ
l
ヴ
ル
の
支
払
い
を
求
め
ら
れ
て
い
る
|

も
う
一
つ
の
重
大
な
方
は
、

ボ
ダ
ン
が
ニ
コ
ラ
と
マ
リ
の
遺
産
相
続
か
ら
強
引
に
排
除
し
た
姪
カ
ト
リ
l
ヌ
と
マ
グ
ド
リ

i
ヌ
の
夫
ラ
ラ



ン
と
カ
ル
リ
エ
を
相
手
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
ま
ず
、
ラ
ン
初
審
裁
判
所
弁
護
士
の
ラ
ラ
ン
と
カ
ル
リ
エ
が
ニ
コ
ラ
と
マ
リ
の
遺
産
相
続
か

ら
排
除
さ
れ
た
対
抗
と
し
て
、
両
親
の
ピ
エ
!
ル
・
オ
プ
ラ
ン
夫
妻
の
遺
産
相
続
か
ら
ボ
ダ
ン
が
後
見
人
の
フ
ラ
ン
ソ
ワ
ー
ズ
を
排
除
し
た

の
に
対
し
、
ボ
ダ
ン
が
訴
訟
を
起
こ
し
た
(
九
三
年
三
月
。
九
四
年
一
一
月
も
訴
訟
中
)
。
九
四
年
二
一
月
一
七
日
付
け
の
、
ボ
ダ
ン
が
国
王
か

ら
も
ら
っ
た
特
許
状
も
こ
れ
と
関
係
が
あ
る
だ
ろ
う
。
そ
こ
で
は
、
官
職
、
財
産
、
占
有
の
保
障
、
債
務
者
に
対
す
る
取
立
て
の
投
獄
を
伴

う
強
制
の
保
障
と
並
ん
で
、
パ
リ
高
等
法
院
の
訴
願
審
査
部
で
訴
訟
を
受
理
す
る
こ
と
の
保
障
も
も
ら
っ
て
い
お
r

そ
れ
に
対
抗
し
て
、
ラ

ラ
ン
と
カ
ル
リ
エ
も
ボ
ダ
ン
に
対
す
る
訴
訟
、
恐
ら
く
ニ
コ
ラ
と
マ
リ
の
遺
産
に
関
す
る
か
な
り
の
額
の
訴
訟
を
起
こ
し
た
。
九
五
年
前
半

パ
リ
高
等
法
院
弁
護
士
ロ
ラ
ン
・
ビ
ニ
ヨ
ン
宛
の
手
紙
が
こ
れ
に
関
係
し
て
い
る
。
恐
ら
く
メ
ム
と
の
い
ざ
こ
ざ
に
も
関

と
推
測
さ
れ
る
、

係
す
る
、
定
期
金
に
関
す
る
パ
リ
高
等
法
院
の
決
定
を
待
っ
て
お
り
、
早
く
教
え
て
欲
し
い
と
い
う
依
頼
と
並
ん
で
、
相
手
が
パ
リ
高
等
法

院
弁
護
士
ジ
ヤ
ツ
ク
・
ジ
ロ
を
代
理
人
に
立
て
た
寸
重
大
か
つ
激
し
い
L

裁
判
が
パ
リ
高
等
法
院
予
審
第
三
部
に
か
か
っ
た
の
で
、
担
当
の

ジャン・ボダンの生涯(六・完)

裁
判
官
に
コ
ネ
を
つ
け
て
欲
し
い
と
い
う
依
頼
の
手
紙
で
あ
る
。
ボ
ダ
ン
は
同
趣
旨
の
手
紙
を
書
き
ま
く
っ
て
い
た
が
、
そ
れ
で
も
相
手
を

「
技
滑
な
請
願
屋
」
と
呼
び
、
自
分
と
代
理
人
の
間
の
手
紙
も
盗
み
読
ま
れ
て
い
る
と
恐
れ
、
「
死
ぬ
ま
で
裁
判
沙
汰
を
や
っ
て
い
た
と
言
わ

れ
な
い
よ
う
に
、
私
の
死
ぬ
前
に
裁
判
が
終
っ
て
欲
し
い
L

と
希
望
し
て
い
お
r

し
か
し
、
そ
の
希
望
も
空
し
く
、
ボ
ダ
ン
の
死
後
も
裁
判

つ
ま
り
一

O
月
末
に
は
、
ボ
ダ
ン
の
継
子
ニ
コ
ラ
・
パ
イ

は
続
き
、

ボ
ダ
ン
側
が
敗
訴
し
て
い
る
。
九
六
年
二
一
月
一
一
日
の
六
週
間
前
、

カ
ル
リ
エ
と
の
裁
判
で
、
財
産
の
差
押
さ
え
を
受
け
、

そ
の
強
制
執
行
の
た
め
で
あ
ろ
う
、
九
七
年
初
め
ま
で
投
獄
さ

れヤ
て i
し〉 ノレ
るZカヨ
。)ラ

ブ

ン

ラ
ン
に
戻
る
と
、
ボ
ダ
ン
は
著
作
の
出
版
に
と
り
か
か
っ
た
が
、
許
可
が
お
り
ず
、
九
五
年
前
半
と
推
測
さ
れ
る
、

(7) 

士
ロ
ラ
ン
・
ビ
ニ
ヨ
ン
宛
の
手
紙
で
そ
の
こ
と
を
嘆
い
て
い
る
。

パ
リ
高
等
法
院
弁
護

ボ
ダ
ン
の
著
作
は
当
時
ロ

l
マ
か
ら
「
異
端
」
と
断
罪
さ
れ
、
ボ
ダ
ン
の
宗
教
に
対
す
る
疑
い
が
高
ま
り
つ
つ
あ
っ
た
。
彼
の
三
つ
の
著

北法38(2・7)205 



説

作
、
『
方
法
論
』
『
国
家
論
』
『
魔
女
論
』
が
九
二
年
に
、
教
皇
ク
レ
メ
ン
ス
八
世
の
顧
問
の
イ
エ
ズ
ス
会
士
ポ
セ
ヴ
ィ

i
ノ
に
よ
っ
て
、
特
に

最
初
の
著
作
が
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
的
逸
脱
、
最
後
の
著
作
が
ユ
ダ
ヤ
教
的
逸
脱
の
、
「
異
端
」
と
断
罪
さ
れ
(
『
フ
ラ
ン
ス
の
軍
人
一
フ
・
ヌ

l
、
ジ

5命

ヤ
ン
・
ボ
ダ
ン
、
デ
ュ
プ
レ
シ
・
モ
ル
ネ
、
そ
れ
に
マ
キ
ア
ヴ
ェ
リ
の
著
作
に
対
す
る
断
罪
』
ロ

l
マ
、
九
二
年
。
リ
ヨ
ン
、
九
三
年
)
、
九
四
年
、
九

六
年
に
無
条
件
で
ロ

l
マ
の
禁
書
目
録
に
入
れ
ら
れ
た
。
こ
の
こ
と
は
、

ア
ン
リ
四
世
の
教
皇
と
の
破
門
取
消
し
交
渉
で
、

ヌ
ヴ
ェ
ー
ル
公

に
対
す
る
教
皇
特
使
が
ポ
セ
ヴ
ィ

l
ノ
で
あ
っ
た
こ
と
に
よ
り
、
広
く
知
れ
渡
っ
た
。

ボ
ダ
ン
は
こ
の
こ
と
で
、
九

O
年
一
月
に
イ
エ
ズ
ス
会
士
ル
・
ト
ロ
ザ
ム
の
せ
い
で
危
険
な
め
に
あ
っ
た
こ
と
と
相
倹
っ
て
、
イ
エ
ズ
ス

イ
エ
ズ
ス
会
攻
撃
の
急
先
鋒
の
一
人
、
ア
ン
ジ
ェ
の
刑
事
代
官
ピ
ェ

l
ル
・

会
に
激
し
い
憎
悪
を
抱
い
た
。
九
五
年
三
月
二
七
日
付
け
の
、

エ
ロ

l
宛
の
手
紙
で
、

そ
れ
を
こ
う
表
明
し
て
い
る
。

「
あ
な
た
に
劣
ら
ず
、
私
に
も
こ
の
ぺ
て
ん
師
ど
も
を
や
っ
つ
け
る
た
め
に
書
く
理
由
が
あ
り
ま
す
。
と
言
う
の
は
、
ぺ
て
ん
師
ど
も
の
あ
る

者
は
こ
の
町
で
私
の
命
を
奪
お
う
と
し
ま
し
た
し
、
も
う
一
人
の
者
は
私
の
名
誉
を
奪
お
う
と
し
た
か
ら
で
す
。
後
者
は
ポ
セ
ヴ
ィ

l
ノ
と
い
う

者
で
、
一
つ
は
ラ
・
ヌ

l
、
一
つ
は
ボ
ダ
ン
、
一
つ
は
デ
ュ
プ
レ
シ
H
モ
ル
ネ
を
攻
撃
し
た
三
つ
の
小
冊
子
を
一
冊
に
し
て
出
版
し
ま
し
た
。
そ

れ
は
余
り
に
も
愚
劣
な
も
の
で
、
感
情
を
害
す
る
よ
り
は
哀
れ
を
誘
い
ま
し
た
。
彼
は
教
皇
に
対
す
る
強
い
影
響
力
を
も
ち
、
ヌ
ヴ
ェ
ー
ル
公
に

対
す
る
特
使
と
し
て
、
公
が
ロ

l
マ
に
着
く
前
に
派
遣
さ
れ
ま
し
た
が
、
公
は
そ
の
特
使
が
国
王
に
対
し
て
ひ
ど
く
倣
慢
な
態
度
を
と
る
の
で
、

(8) 

〔
ヌ
ヴ
ェ
ー
ル
公
が
出
版
し
た
報
告
書
の
な
か
で
〕
不
快
感
を
表
明
し
て
い
ま
す
。
」

当
時
イ
エ
ズ
ス
会
に
対
す
る
批
判
も
一
部
で
強
ま
っ
て
い
た
。
ガ
リ
カ
ニ
ズ
ム
の
王
権
主
義
者
の
一
部
は
、
リ
ー
グ
の
教
皇
至
上
主
義
や

国
王
暗
殺
の
企
て
(
九
三
年
九
月
の
パ
リ
エ

l
ル
に
よ
る
企
て
)
の
背
後
に
イ
エ
ズ
ス
会
を
見
た
し
、
イ
エ
ズ
ス
会
の
上
流
社
会
や
教
育
で
の
成

功
に
対
す
る
妬
み
や
個
人
的
な
怨
み
も
あ
っ
た
。
そ
の
急
先
鋒
は
パ
リ
大
学
で
あ
り
、
パ
リ
高
等
法
院
弁
護
士
の
ア
ン
ト
ワ

l
ヌ
・
ア
ル
ノ

l

(
次
の
世
紀
に
イ
エ
ズ
ス
会
と
争
う
ジ
ャ
ン
セ
ニ
ス
ム
の
ア
ル
ノ

l
一
家
の
父
)
や
エ
チ
エ
ン
ヌ
・
パ
ス
キ
エ
で
あ
り
、

そ
れ
に
ピ
ェ

l
ル
・
エ

ロ
ー
で
あ
っ
た
。

パ
リ
の
イ
エ
ズ
ス
会
の
ク
レ
ル
モ
ン
学
院
に
入
れ
た
長
男
が
親
の
承
認
な
し
に
修
道
士
に
さ
れ
た
こ
と
に
激

エ
ロ

l
は、

北法38(2・8)206 



怒
し
、
パ
リ
高
等
法
院
の
判
決
を
得
、
国
王
か
ら
も
教
皇
に
仲
裁
を
依
頼
し
て
も
ら
っ
た
が
、
な
し
の
つ
ぶ
て
で
、
そ
の
経
緯
と
怒
り
を
『
父

権
論
』
(
九
三
年
)
で
著
し
て
い
た
。
彼
ら
は
パ
リ
高
等
法
院
に
訴
え
た
が
、
イ
エ
ズ
ス
会
は
大
貴
族
や
枢
機
卿
の
保
護
を
受
け
、
パ
リ
高
等

法
院
に
も
検
事
総
長
ラ
・
ゲ
ル
や
弁
護
士
長
セ
ギ
エ
と
い
っ
た
パ
ト
ロ
ン
を
も
っ
て
お
り
、
そ
れ
に
国
王
が
教
皇
と
の
破
門
取
消
し
交
渉
の

パ
リ
高
等
法
院
は
引
延
ば
し
の
決
定
し
か
し
よ
う
と
は
し
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
イ
エ
ズ
ス
会
の
ク
レ
ル
モ
ン
学
院
を
出
た

最
中
で
あ
り
、

ば
か
り
の
シ
ャ
テ
ル
に
よ
る
国
王
暗
殺
の
企
て
(
九
四
年
二
一
月
)
に
よ
り
、

パ
リ
高
等
法
院
は
九
四
年
一
二
月
二
九
日
に
イ
エ
ズ
ス
会
を
「
若

者
の
堕
落
者
、
公
共
の
秩
序
の
素
乱
者
、
王
と
国
家
の
敵
」
と
し
て
国
外
追
放
に
処
し
、
翌
九
五
年
一
月
に
イ
エ
ズ
ス
会
士
の
多
く
が
ロ
レ

ー
ヌ
に
退
去
し
た
(
ト
ゥ
ル
l
ズ
と
ボ
ル
ド
ー
の
高
等
法
院
は
そ
の
決
定
を
拒
否
し
た
し
、

一六

O
三
年
に
は
戻
っ
て
来
、
以
前
に
も
増
し
て
影
響
力

を
ふ
る
う
が
)
。

ジャン・ボダンの生涯(六・完)

エ
ロ

l
が
ボ
ダ
ン
に
『
父
権
論
』
を
送
り
、
自
分
の
今
後
の
対
処
の
仕
方
を
聞
い
、
イ
エ
ズ
ス
会
の
反
撃
や
そ
の
背

後
に
い
る
教
皇
の
硬
化
に
対
処
す
る
何
ら
か
の
依
頼
を
し
て
き
た
の
に
答
え
た
の
が
、
先
の
ボ
ダ
ン
の
手
紙
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
ボ
ダ
ン

は
『
国
家
論
』
の
熱
烈
な
ガ
リ
カ
ニ
ズ
ム
の
王
権
主
義
者
、
家
父
長
主
義
者
で
あ
り
、
エ
ロ

i
の
『
父
権
論
』
で
も
穏
健
す
ぎ
る
と
批
判
す

る
。
刑
事
事
件
で
は
公
的
判
決
が
す
べ
て
で
あ
り
、
教
会
や
団
体
の
私
的
決
定
な
ど
無
効
だ
と
主
張
し
、
ま
た
、
父
権
の
弱
体
化
は
「
非
常

に
悪
し
き
慣
習
」
に
す
ぎ
ず
、
ロ
ー
マ
法
の
父
権
の
絶
対
性
を
擁
護
す
る
。
か
く
し
て
、
も
し
長
男
が
フ
ラ
ン
ス
に
い
る
の
な
ら
強
制
執
行

す
べ
し
、
も
し
長
男
が
父
権
を
認
め
な
い
の
な
ら
、

こ
う
し
た
状
況
で
、

頼
さ
れ
た
件
に
つ
い
て
は
、

そ
の
処
罰
を
神
に
祈
り
、
他
の
息
子
に
慰
め
を
求
め
る
よ
う
助
言
す
る
。
そ
し
て
、
依

イ
エ
ズ
ス
会
は
何
も
で
き
な
い
し
、
教
皇
が
何
を
要
求
し
よ
う
と
フ
ラ
ン
ス
で
は
何
の
効
力
も
な
い
か
ら
、
そ

の
必
要
な
し
と
し
て
い
る
。

著
作
の
出
版
の
許
可
が
お
り
な
い
聞
に
も
、
ボ
ダ
ン
は
フ
ラ
ン
ス
語
版
の
『
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
』
を
書
き
、
九
六
年
一
月
二
日
に
完
成
し
明

そ
し
て
、

よ
う
や
く
九
六
年
二
月
に
リ
ヨ
ン
で
出
版
許
可
が
お
り
、
『
自
然
の
劇
場
』
と
ラ
テ
ン
語
版
の
『
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
』
を
出
版
し
、

フ
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説

ラ
ン
ス
語
版
の
『
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
』
は
死
後
の
九
八
年
に
出
版
さ
れ
た
。
『
自
然
の
劇
場
』
は
リ
ヨ
ネ
地
方
の
南
の
ル
・
ヴ
レ

(
今
の
オ
ト
・

ロ
ワ
l
ル
県
)
の
地
方
総
督
ミ
イ
オ
ラ
ン
伯
ジ
ヤ
ツ
ク
・
ミ
ッ
ト
に
捧
げ
ら
れ
て
お
り
、

リ
ヨ
ン
で
出
版
許
可
が
お
り
た
の
は
彼
の
力
添
え
に

=A  
E岡

よ
る
も
の
で
あ
ろ
う
し
、
ボ
ダ
ン
の
著
作
の
パ
ト
ロ
ン
的
存
在
だ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
ラ
テ
ン
語
版
の
『
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
』
は
メ

l
ヌ
の
地

方
総
督
ト
レ

l
ム
伯
ベ
ル
ナ
l
ル
・
ポ
チ
エ
に
捧
げ
ら
れ
て
い
る
が
、
ボ
ダ
ン
が
公
正
な
裁
判
官
と
称
賛
す
る
そ
の
祖
父
、
パ
リ
高
等
法
院

訴
願
審
査
官
ジ
ヤ
ツ
ク
、
そ
の
伯
父
、
パ
リ
高
等
法
院
訴
願
審
査
官
、
第
二
長
官
ニ
コ
ラ
、
そ
し
て
そ
の
父
、
国
務
卿
ル
イ
に
捧
げ
る
の
が

目
的
で
あ
っ
凶
r

ニ
コ
ラ
・
ビ
ニ
ヨ
ン
宛
の
手
紙
で
、
ボ
ダ
ン
が
二
度
「
生
命
と
自
由
」
を
助
け
ら
れ
た
と
言
う
の
は
、
こ
の
ジ
ヤ
ツ
ク
と

ニ
コ
ラ
の
ポ
チ
エ
親
子
の
こ
と
で
あ
ろ
日
r

そ
し
て
、
フ
ラ
ン
ス
語
版
の
『
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
』
は
ラ
ン
の
総
督
ク
ロ
ー
ド
・
ド
・
リ
ル
に
捧

げ
ら
れ
た
。
『
七
賢
人
の
対
話
』
は
遂
に
出
版
さ
れ
ず
、
明
ら
か
に
出
版
の
意
志
な
ど
な
か
っ
た
。

ボ
ダ
ン
は
九
六
年
六
月
七
日
、
(
数
え
で
)
六
六
歳
の
と
き
に
遺
書
を
書
き
、
大
聖
堂
の
近
く
に
あ
っ
た
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
会
原
始
会
則
派
の

修
道
院
に
埋
葬
す
る
こ
と
、
若
い
時
に
書
い
た
幾
篇
か
の
論
文
を
燃
や
す
こ
と
を
命
じ
た
。
ボ
ダ
ン
は
カ
ト
リ
ッ
ク
の
葬
儀
を
受
け
、
カ
ト

と
言
う
。
ボ
ダ
ン
の
遺
書
の
現
物
を
見
、
こ
の
証
言
を
残
し

た
メ
ナ

l
ジ
ュ
は
そ
れ
で
も
、
ボ
ダ
ン
の
ジ
ャ
ン
・
ボ
ト
リ
ュ
・
デ
・
マ
ト
ラ
宛
の
手
紙
と
ド
・
ト
ゥ
の
証
言
に
拠
っ
て
、
ボ
ダ
ン
を
プ
ロ

(ロ)

テ
ス
タ
ン
ト
だ
と
み
な
し
た
。

リ
ツ
ク
の
修
道
院
に
埋
葬
さ
れ
る
こ
と
を
望
み
、

そ
の
通
り
に
実
行
さ
れ
た
、

別
の
証
言
も
残
っ
て
い
る
。
ボ
ダ
ン
は
病
の
床
で
、
現
在
失
わ
れ
て
い
る
七
四
の
ラ
テ
ン
語
の
宗
教
詩
を
書
い
た
。
そ
れ
は
ラ
ン
の
町
(
明

回
し
読
み
さ
れ
、

か
ら
パ
リ
高
等
法
院
弁
護
士
ジ
ヤ
ツ
ク
・
ジ
ロ
に
送
ら
れ
、
『
ジ
ャ
ン
・
ボ
ダ
ン
の
辞
世
の
詩
』
と
い
う
表
題
で

そ
の
終
り
に
付
け
ら
れ
た
ジ
ロ
宛
の
手
紙
に
は
、
ボ
ダ
ン
が
病
の
床
で
「
彼
の
書
い
た
も
の
す
べ
て
」
を
燃
や
す
よ
う
命

ら
か
に
ラ
ラ
ン
と
カ
ル
リ
エ
)

じ
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
た
。
こ
れ
を
読
ん
だ
者
は
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
に
一
言
も
言
及
し
て
い
な
い
こ
と
に
注
目
し
、
ジ
ロ
は
「
こ
の
下

衆
は
リ

l
グ
で
あ
っ
た
し
、

ユ
ダ
ヤ
教
徒
と
し
て
死
ん
だ
」
と
侮
蔑
し
、

レ
ト
ワ

l
ル
は
「
キ
リ
ス
ト
を
余
り
信
じ
て
い
な
い
と
い
う
評
判
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通
り
だ
」
と
け
な
し
た
。
ボ
ダ
ン
の
ユ
ダ
ヤ
教
的
逸
脱
に
対
す
る
攻
撃
は
ポ
セ
ヴ
ィ

l
ノ
に
続
い
て
、
イ
エ
ズ
ス
会
士
デ
ル
・
リ
オ
に
よ
っ

て
も
な
さ
れ
(
『
魔
術
探
究
』
九
九
年
)
、
一
六

O
七
、
八
年
に
は
、
パ
リ
で
最
も
好
ま
れ
た
説
教
の
テ
1
マ
は
ボ
ダ
ン
攻
撃
で
あ
っ
た
。
歴
史

方
法
論
、
主
権
論
、
国
家
論
、
魔
女
論
始
め
、
あ
ら
ゆ
る
分
野
の
理
論
家
と
し
て
の
名
声
は
続
く
が
、
ボ
ダ
ン
の
宗
教
は
攻
撃
の
対
象
と
な

ユ
ダ
ヤ
教
徒
、
あ
る
い
は
無
神
論
者
と
す
る
攻
撃
は
、
『
七
賢
人
の
対
話
』
の
遺
稿
が
発
見
さ
れ
る
に
到
っ
て
決
定
的
と
な
り
、

、
円ソ

一
七
世

紀
に
定
着
し
た
。

ボ
ダ
ン
が
死
の
床
で
燃
や
す
よ
う
命
じ
た
の
は
、
プ
ラ
ト
ン
が
神
の
秘
密
を
明
か
し
た
手
紙
を
燃
や
す
よ
う
命
じ
た
こ
と
(
書
簡
H
)
に
倣

リ

ペ

ル

タ

ン

っ
て
、
何
よ
り
も
『
七
賢
人
の
対
話
』
で
あ
っ
た
ろ
う
。
そ
れ
は
幸
運
に
も
残
っ
た
が
、
そ
の
写
本
の
一
つ
が
一
六
二
七
年
に
自
由
思
想
家

の
ギ
l
・
パ
タ
ン
の
手
に
入
り
、

そ
の
友
人
の
ガ
ブ
リ
エ
ル
・
ノ

l
デ
に
よ
っ
て
攻
撃
さ
れ
て
(
『
政
治
書
誌
』

キ
リ
ス
ト
教
批
判
を
展
開
す
る
ド
イ
ツ
で
出
版
さ
れ
る
ま
で
出
版
も
さ
れ
ず
、

一
六
三
三
年
)
、
存
在
が
公
け

一
九
世
紀
半
ば
に
へ

l
ゲ
ル
左
派
が
宗
教
批
判
、

一
貫
し
て
攻
撃
の
対
象
で
し
か
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
ボ
ダ

に
な
っ
て
以
来
、

フ
ラ
ン
ス
語
訳
も
作
ら
れ
、
写
本
と
し
て
広
く
流
布
し
、
読
ま
れ
た
が
、

ジャン・ボダンの生涯(六・完)

ン
は
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
で
も
ユ
ダ
ヤ
教
徒
で
も
な
く
、
ま
し
て
や
無
神
論
者
で
は
な
か
っ
た
。
彼
は
宗
教
的
な
ユ
マ
ニ
ス
ト
で
あ
り
、
フ
ィ

そ
し
て
何
よ
り
も
そ
の
一
構
成
要
素
に
す
ぎ
な
か
っ
た
、
ア
イ
ロ
ン
を
中
心
と
す
る
ユ
ダ
ヤ

レ
ン
ツ
ェ
か
ら
広
ま
っ
た
新
プ
ラ
ト
ニ
ズ
ム
、

の
伝
統
の
影
響
を
強
く
受
け
、
徹
底
し
て
ゆ
き
、
普
遍
的
な
旧
約
H
へ
ブ
ラ
イ
主
義
の
啓
示
宗
教
、
あ
る
い
は
普
遍
化
さ
れ
た
ユ
ダ
ヤ
教
に

行
き
着
い
た
。
こ
れ
は
夢
や
幻
覚
の
な
か
で
善
霊
に
導
か
れ
、
光
を
見
、
神
の
声
を
聞
い
た
彼
の
個
人
的
な
経
験
に
も
裏
打
ち
さ
れ
た
確
固

た
る
信
念
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
キ
リ
ス
ト
教
、
特
に
カ
ト
リ
ッ
ク
の
欠
陥
、
そ
れ
に
基
づ
く
宗
教
的
寛
容
の
欠
如
を
鋭
く
え
ぐ
る
も
の
で
あ

り
、
そ
う
堕
落
す
る
以
前
の
、
キ
リ
ス
ト
と
使
徒
、
初
期
教
父
の
時
代
に
戻
れ
と
主
張
し
て
い
た
。
こ
の
著
作
が
キ
リ
ス
ト
教
ヨ
ー
ロ
ッ
パ

で
一
貫
し
て
激
し
く
攻
撃
さ
れ
た
の
も
理
由
の
な
い
こ
と
で
は
な
く
、
確
か
に
ボ
ダ
ン
は
背
教
的
異
端
者
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
そ
れ
は
純

粋
に
個
人
的
、
内
面
的
な
宗
教
で
あ
っ
て
、
公
的
、
外
面
的
な
宗
教
な
ど
便
宜
の
問
題
に
す
ぎ
な
か
っ
た
。
公
私
の
厳
格
な
分
離
、
あ
る
い
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そ
し
て
そ
れ
に
続
く
時
代
の
知
識
人
の
基
本
的
な
態
度
と
な
る
も
の
で
あ
る
。
従
っ
て
、
カ
ト
リ
ッ
ク
の

カ
ト
リ
ッ
ク
の
葬
儀
を
受
け
る
こ
と
も
何
ら
差
支
え
な
い
の
で
あ
り
、
こ
の
子
供
時
代
を
修
道
院
で
過
ご
し
た
世
俗
の

修
道
士
に
と
っ
て
、
修
道
院
は
、
厳
格
な
修
道
院
ほ
ど
、
趣
味
に
合
う
も
の
で
あ
っ
た
。

ボ
ダ
ン
は
九
六
年
六
月
七
日
に
遺
書
を
書
い
て
か
ら
ほ
ど
な
く
、
正
確
を
期
し
て
言
え
ば
、
白
痴
の
娘
ア
ン
ト
ワ
ネ
ッ
ト
が
継
子
の
ニ
コ

(
日
)

ラ
・
バ
イ
ヤ
ー
ル
の
後
見
下
に
お
か
れ
て
い
る
こ
と
が
確
実
な
一

O
月
末
ま
で
に
は
、
死
ん
だ
。
享
年
は
、
彼
の
数
秘
学
に
よ
る
予
定
を
三

年
超
え
て
、
(
数
え
で
)
六
六
歳
で
あ
っ
た
。
ド
・
ト
ゥ
や
メ
ナ

l
ジ
ュ
に
よ
れ
ば
「
ペ
ス
ト
」
に
よ
る
と
さ
れ
、
確
か
に
当
時
ラ
ン
の
町
で

高
熱
を
発
し
て
死
ぬ
伝
染
病
が
は
や
っ
て
い
た
が
、
違
う
で
あ
ろ
う
。
病
の
床
で
七
四
も
の
ラ
テ
ン
語
の
宗
教
詩
を
書
い
て
お
り
、
九
七
年

(
口
)

一
月
に
承
認
さ
れ
た
ア
ン
ト
ワ
ネ
ッ
ト
の
嘆
願
書
に
よ
れ
ば
、
「
彼
を
襲
っ
た
何
ら
か
の
病
気
と
精
気
の
衰
弱
」
に
よ
る
と
さ
れ
て
い
る
。
ボ

(M) 

ダ
ン
は
夢
の
な
か
で
「
汝
の
魂
は
救
わ
れ
る
」
と
い
う
神
の
声
を
聞
く
生
活
を
久
し
く
送
っ
て
お
り
、
死
の
準
備
を
し
て
、
心
安
ら
か
に
死

(
M
M
)
 

に
赴
い
た
で
あ
ろ
う
。
彼
の
妻
フ
ラ
ン
ソ
ワ
ー
ズ
は
既
に
二
年
前
の
九
四
年
に
死
に
、
旧
約
の
予
言
者
エ
リ
ヤ
か
ら
名
を
と
っ
た
彼
の
希
望

は
分
裂
は
こ
の
宗
教
戦
争
時
代
、

枠
内
に
と
ど
ま
り
、

尋必、

a岡

の
星
、
長
男
の
エ
リ
ー
も
既
に
彼
よ
り
先
に
死
に
、
次
男
の
ジ
ャ
ン
も
ボ
ダ
ン
と
同
じ
頃
に
は
死
に
、
白
痴
の
娘
ア
ン
ト
ワ
ネ
ッ
ト
だ
け
が

八

O
歳
位
ま
で
長
生
き
し
た
が
、
結
婚
せ
ず
、
子
孫
を
残
さ
な
か
っ
た
。
義
父
を
好
ま
な
か
っ
た
継
子
ニ
コ
ラ
・
バ
イ
ヤ
ー
ル
は
九
七
年
に

出
獄
後
、
白
痴
の
義
妹
の
面
倒
を
見
る
気
な
ど
さ
ら
さ
ら
な
く
、
パ
リ
に
行
く
予
定
だ
っ
た
よ
う
で
あ
る
椛
「
ど
う
な
っ
た
か
一
切
解
ら
な

し〉。
フ
ラ
ン
ス
全
体
に
関
し
て
は
、
ボ
ダ
ン
の
「
七
年
目
の
平
和
」

の
予
言
は
は
ず
れ
、
彼
が
九
六
年
六
月
に
死
の
床
に
つ
い
た
時
に
、
よ
う

や
く
平
和
が
戻
ろ
う
と
し
て
い
た
。
ア
ン
リ
四
世
は
既
に
マ
イ
エ
ン
ヌ
公
始
め
大
部
分
の
リ
ー
グ
の
諸
公
と
妥
協
し
(
マ
イ
エ
ン
ヌ
公
、
九
五

年
二
一
月
)
、
教
皇
の
破
門
取
消
し
も
と
り
つ
け
(
九
五
年
九
月
)
、
残
る
は
ブ
ル
タ

l
ニ
ュ
の
メ
ル
ケ

l
ル
公
と
妥
協
し
、
宗
教
問
題
に
決
着
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を
つ
け
、

ス
ペ
イ
ン
軍
を
押
し
戻
す
こ
と
で
あ
っ
た
。

ア
ン
リ
四
世
の
改
宗
に
怒
っ
た
イ
ギ
リ
ス
軍
の
撤
退
と
オ
モ
ン
元
帥
の
死
に
よ
っ
て
、
メ
ル
ケ

l
ル
公
と
ア
ギ
ラ

率
い
る
ス
ペ
イ
ン
軍
が
圧
倒
的
に
優
勢
で
あ
っ
た
が
、
両
者
は
分
裂
し
、
対
立
し
て
い
た
。
前
者
は
略
奪
・
暴
行
合
戦
を
メ

l
ヌ
、
ア
ン
ジ

プ
ル
タ

l
ニ
ュ
で
は
、

イ
ギ
リ
ス
に
至
る
中
継
地
確
保
を
至
上
命
令
と
し
、
ナ
ン

ト
に
進
撃
し
て
い
た
。
そ
の
間
隙
を
つ
い
て
、
九
八
年
一
月
に
ア
ン
リ
四
世
は
国
王
軍
を
ア
ン
ジ
ェ
に
結
集
し
、
プ
ル
タ

l
ニ
ュ
に
進
攻
す

ュ
、
ポ
ワ
ト
ゥ
に
拡
大
し
て
ゆ
き
、
後
者
は
ス
ペ
イ
ン
か
ら
ネ
l
デ
ル
ラ
ン
ト
、

メ
ル
ケ

l
ル
も
三
月
に
国
王
の
愛
妾
ガ
プ
リ
エ
ル
・
デ
ス
ト
レ
の
仲
介
で
、
妥
協
に
応
じ
た
。
こ
の

妥
協
に
は
地
方
総
督
の
地
位
と
四
三

O
万
リ

l
ヴ
ル
も
か
か
っ
た
が
、
将
来
は
そ
れ
が
、
メ
ル
ケ

l
ル
の
遺
産
相
続
人
で
あ
る
娘
と
結
婚
す

る
と
、
町
は
次
々
と
国
王
側
に
つ
き
、

る
彼
女
と
国
王
の
息
子
セ
ザ

l
ル
・
ド
・
ヴ
ア
ン
ド

l
ム
の
手
に
入
る
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。

ア
ン
リ
四
世
の
諸
公
と
の
平
和
は
妥
協
で
あ
り
、
強
力
な
保
護
日
従
者
制
を
も
っ
大
貴
族
は
ほ
と
ん
ど
無
傷
の
ま
ま
残
っ
た
が
、
彼
ら
の

対
立
を
ま
と
め
う
る
党
派
と
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
は
最
終
的
に
敗
北
し
た
し
、
保
護
の
源
泉
は
国
王
に
戻
り
、
蘇
っ
た
王
権
に
依
存
し
て
ゆ
か
ぎ

る
を
え
な
く
な
る
だ
ろ
う
。

ジャン・ボダンの生涯(六・完)

ブ
ル
タ

I
ニ
ユ
進
攻
中
の
ナ
ン
ト
で
、

ユ
グ
ノ

l
は
ア
ン
リ
四
世
の
改
宗
以
来
、

ほ
と
ん
ど
休

ユ
グ
ノ
!
と
の
妥
協
交
渉
も
成
立
し
た
。

み
な
く
政
治
会
議
を
聞
き
、
」
ブ
イ
ヨ
ン
公
と
ラ
・
ト
レ
モ
ワ

l
ル
率
い
る
強
硬
派
の
指
導
の
下
に
、
「
カ
ル
ヴ
ィ
ニ
ス
ト
の
国
家
」
を
築
き
、

反
抗
、
更
に
は
公
然
た
る
敵
対
行
動
に
出
て
い
た
。
彼
ら
は
九
一
年
の
マ
ン
ト
王
令
、
九
四
年
の
サ
ン
・
ジ
エ
ル
マ
ン
王
令
が
復
活
し
た
七

七
六
年
の
ボ

l
リ
ュ
王
令
の
よ

う
な
、
新
た
な
王
令
を
要
求
し
た
。
そ
れ
が
受
け
入
れ
ら
れ
な
い
と
、
九
五
年
か
ら
公
然
た
る
敵
対
行
動
に
出
、
九
七
年
に
は
イ
ギ
リ
ス
と

ト
ゥ

l
ル
の
町
を
占
領
し
て
、
南
部
で
内
戦
を
開
始
す
る
と
脅
し
た
。
宗
教
戦
争
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七
年
の
ポ
ワ
チ
エ
王
令
、

八
O
年
の
ネ
ラ
ッ
ク
協
定
、

七
九
、

ル
・
フ
レ
ク
ス
和
議
で
は
不
充
分
だ
と
し
、

ネ
l
デ
ル
ラ
ン
ト
に
使
節
を
派
遣
し
て
、
援
助
を
求
め
、

の
再
開
を
恐
れ
る
国
王
は
妥
協
し
、
九
八
年
四
月
二
二
日
に
ナ
ン
ト
主
令
が
発
せ
ら
れ
た
。



説

ナ
ン
卜
王
令
は
前
文
と
九
二
箇
条
か
ら
な
る
公
開
王
令
、
そ
の
解
釈
を
め
ぐ
る
秘
密
条
項
(
五
月
二
日
)
、
財
政
援
助
の
特
許
状
(
四
月
三

日
)
、
安
全
保
障
都
市
と
「
王
令
法
廷
」
「
新
旧
同
数
法
廷
」
に
関
す
る
秘
密
協
定
(
四
月
一
二

O
日
)
の
四
部
か
ら
な
る
。
こ
の
王
令
は
こ
れ
ま

で
の
寛
容
王
令
と
較
べ
て
、
そ
の
内
容
に
お
い
て
は
何
ら
目
新
し
い
も
の
で
は
な
く
、
カ
ト
リ
ッ
ク
を
国
教
と
す
る
フ
ラ
ン
ス
に
お
い
て
、

ユ
グ
ノ

l
に
少
数
派
と
し
て
の
存
在
を
法
的
に
認
め
た
も
の
で
あ
る
。
基
本
的
に
七
七
年
の
ポ
ワ
チ
エ
王
令
を
七
六
年
の
ボ

l
リ
ュ
王
令
の

ユ
グ
ノ

l
の
権
利
、
特
権
を
拡
大
し
た
も
の
に
す
ぎ
な
い
。
確
か
に
、
高
等
法
院
、
聖
職
者
始
め
カ
ト
リ
ッ
ク
の
社
会
全
般
が
猛
反

ユ
グ
ノ

l
に
か
な
り
大
幅
な
権
利
、
特
権
を
認

論

方
に
、

そ
し
て
そ
の
猛
反
対
に
あ
っ
て
す
べ
て
実
現
さ
れ
た
わ
け
で
は
な
い
が
、

め
て
い
る
。
良
心
の
自
由
と
若
干
の
制
限
つ
き
の
礼
拝
の
自
由
、
官
職
に
つ
く
権
利
始
め
法
的
、
教
育
的
権
利
の
平
等

(
6
1
M
条
、
幻
条
、

幻
条
、
九
条
、
的
条
。
秘
密
条
項

1
1
n条
)
、
高
等
法
院
の
「
王
令
法
廷
」
「
新
旧
同
数
法
廷
」
と
公
正
な
裁
判
を
受
け
る
権
利
(
初

1
肝
条
。

秘
密
協
定
)
、
国
王
の
認
可
の
下
で
の
宗
教
会
議
、
政
治
会
議
の
開
催
と
八
年
間
に
限
つ
て
の
、
二

O
一
の
安
全
保
障
都
市
の
特
権
(
打
条
、
回

そ
れ
に
牧
師
へ
の
年
四
万
五

O
O
O
エ
キ
ュ
、
安
全
保
障
へ
の
年
一
八
万
エ
キ
ュ
の
財
政
援
助
(
特
許

カ
ト
リ
ッ
ク
に
は
ユ
グ
ノ

l
支
配
地
域
で
も
完
全
な
活
動
の
自
由
を
保
障
す
る
も
の

ユ
グ
ノ
ー
は
こ
の
時
期
、
六
二

対
す
る
よ
う
に
、

条
。
秘
密
条
項
M
A

条
。
秘
密
協
定
)
、

状
、
秘
密
協
定
)
で
あ
る
。
し
か
し
、

そ
れ
と
同
時
に
、

で
あ
り

(
3
1
5
条)、

カ
ト
リ
ッ
ク
が
攻
勢
に
出
、

ユ
グ
ノ

l
が
守
勢
に
立
つ
こ
と
の
確
認
で
も
あ
っ
た
。

二
七
万
四

O
O
O家
族
(
う
ち
貴
族
二
四
六
八
家
族
)
、
教
会
数
六
九
四
(
う

年
の
最
盛
期
の
半
分
近
く
に
減
っ
て
お
り
、
総
数
一
二
五
万
人
、

ち
貴
族
の
私
的
教
会
二
五
七
)

で
、
総
人
口
(
約
一
八

O
O万
人
)
の
一
割
に
も
満
た
な
い
少
数
派
に
な
っ
て
い
た
。

こ
の
王
令
で
目
新
し
い
の
は
、
こ
れ
ま
で
の
寛
容
王
令
の
よ
う
に
、
将
来
に
お
け
る
教
義
の
一
致
ま
で
の
一
時
的
な
も
の
と
し
て
で
は
な

く
、
将
来
に
お
け
る
一
致
を
望
み
な
が
ら
も
、
宗
教
問
題
の
最
終
的
決
着
と
し
て
持
ち
出
さ
れ
た
こ
と
で
あ
る
(
前
文
)
。
そ
し
て
、
こ
れ
ま

で
の
寛
容
王
令
が
弱
体
な
王
権
の
下
で
実
効
性
を
も
た
な
か
っ
た
の
に
対
し
、
蘇
っ
た
王
権
の
下
で
実
効
性
を
も
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、

こ
こ
に
三
六
年
に
も
及
ぶ
宗
教
戦
争
に
終
止
符
が
う
た
れ
た
。
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ユ
グ
ノ
ー
と
の
妥
協
交
渉
が
最
終
的
に
成
立
し
た
九
八
年
五
月
二
日
に
、

ス
ペ
イ
ン
と
の
和
平
交
渉
も
成
立
し
、
ヴ
ェ
ル
ヴ
ア
ン
条
約
が

結
ぼ
れ
た
。

フ
ェ
リ
ー
ベ
は
九
六
、
七
年
に
な
っ
て
も
、
帝
国
拡
張
と
反
宗
教
改
革
十
字
軍
の
夢
か
ら
覚
め
や
ら
ず
、
最
後
の
攻
勢
に
で
た
。

娘
イ
サ
ベ
ル
の
婚
約
者
た
る
ア
ル
ベ
ル
ト
大
公
を
ネ

l
デ
ル
ラ
ン
ト
総
督
に
任
命
し
、

フ
ラ
ン
ス
侵
攻
と
再
ア
ル
マ
ダ
に
で
た
。
し
か
し
、

九
六
年
四
月
の
カ
レ

l
占
領
は
逆
効
果
で
、

フ
ラ
ン
ス
、

オ
ラ
ン
ダ
(
ネ
l
デ
ル
ラ
ン
ト
連
邦
共
和
国
)
の
同
盟
を
生
み
、
再
征
服

イ
ギ
リ
ス
、

す
べ
き
オ
ラ
ン
ダ
を
主
権
国
家
と
し
て
国
際
舞
台
に
登
場
さ
せ
て
し
ま
い
、

イ
ギ
リ
ス
と
オ
ラ
ン
ダ
連
合
海
軍
の
カ
デ
ィ
ス
攻
撃
を
引
き
起

こ
し
た
。
翌
九
七
年
三
月
に
は
ア
ミ
ア
ン
を
占
領
し
た
が
、

そ
れ
以
上
は
侵
攻
で
き
な
い
こ
と
が
明
ら
か
と
な
り
、
九
月
に
ア
ル
ベ
ル
ト
大

公
の
軍
隊
は
撤
退
し
た
。
九
六
年
一

O
月
の
再
ア
ル
マ
ダ
、
翌
九
七
年
八
月
の
再
々
ア
ル
マ
ダ
も
嵐
の
た
め
に
失
敗
し
て
し
ま
い
、
壮
大
な

フ
ェ
リ
ー
ベ
は
老
衰
し
、
無
能
な
息
子
と

夢
の
た
め
に
九
六
年
一
一
月
に
は
国
庫
は
破
産
し
て
し
ま
っ
た
。
結
果
は
ひ
ど
い
幻
滅
で
あ
り
、

空
っ
ぽ
の
国
庫
を
前
に
し
て
、
死
ぬ
前
に
戦
線
を
縮
小
し
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。

ア
ン
リ
四
世
の
方
は
も
っ
と
、

エ
リ
ザ
ベ
ス
女
王
と
の
約
束
を
破
っ
て
で
も
、
平
和
を
必
要
と
し
て
い
た
。
国
庫
は
空
っ
ぽ
で
、
戦
費
調

達
と
財
政
改
革
の
た
め
の
ル

l
ア
ン
の
名
士
会
(
九
六
年
一
一
月
1
九
七
年
一
月
)
も
一
時
し
の
ぎ
が
で
き
た
だ
け
で
、
荒
廃
か
ら
の
復
興
と
王

ジャン・ボダンの生涯(六・完)

権
強
化
の
改
革
の
た
め
の
平
和
を
必
要
と
し
て
い
た
。
こ
こ
に
、
教
皇
の
仲
介
で
ヴ
ェ
ル
ヴ
ア
ン
条
約
が
結
ば
れ
、
四

O
年
前
の
カ
ト

l
・

カ
ン
プ
レ
ジ
条
約
を
再
確
認
し
た
。
こ
れ
は
カ
ト

l
・
カ
ン
プ
レ
ジ
体
制
へ
の
復
帰
で
は
な
く
、
さ
し
も
の
ス
ペ
イ
ン
の
栄
光
に
も
磐
り
が

見
え
始
め
、
内
戦
に
痛
め
つ
け
ら
れ
て
き
た
フ
ラ
ン
ス
が
、
再
び
ハ
プ
ス
プ
ル
ク
家
と
対
決
す
べ
く
、
蘇
り
始
め
た
こ
と
の
確
認
で
あ
っ
た
。

こ
う
し
て
フ
ラ
ン
ス
に
平
和
が
戻
り
、
宗
教
戦
争
の
時
代
は
終
っ
た
。
宗
教
戦
争
は
政
治
だ
け
で
な
く
、
社
会
、
経
済
、
思
想
に
も
及
ぶ

全
般
的
危
機
を
引
き
起
こ
し
た
が
、
そ
の
政
治
的
結
果
は
プ
ル
ボ
ン
絶
対
主
義
へ
の
開
始
で
あ
る
。
宗
教
戦
争
の
無
秩
序
の
な
か
で
、
フ
ラ

ン
ス
で
は
強
力
な
王
権
だ
け
が
秩
序
を
保
障
す
る
こ
と
が
明
ら
か
と
な
り
、
強
力
な
王
権
H
秩
序
か
無
秩
序
か
の
二
者
択
一
し
か
な
い
と
い

う
強
迫
観
念
が
広
ま
っ
た
。
内
乱
の
混
乱
の
な
か
か
ら
よ
り
強
力
な
王
権
が
再
生
す
る
と
い
う
、
今
後
も
繰
り
返
さ
れ
る
パ
タ
ー
ン
が
確
立
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説

ア
ン
リ
四
世
は
自
ら
を
「
こ
の
国
の
解
放
者
に
し
て
再
興
者
」
(
ル
l
ア
ン
名
士
会
で
の
演
説
)
、
「
火
の
な
か
か
ら
〔
蘇
っ
た
〕
よ
り
偉

大
な
主
権
〔
者
〕
」
(
王
家
の
メ
ダ
ル
)
と
位
置
づ
け
、
軍
人
あ
が
り
の
ロ
ニ
侯
(
後
の
シ
ュ
リ
1
公
)
が
王
権
強
化
の
た
め
の
攻
撃
的
な
財
政
政

コ
ミ
セ

1
ル
や
ア
ン
タ
ン
ダ
ン
も
さ
か
ん
に
使
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

し
た
。

るA、
函聞

策
を
遂
行
す
る
。
ま
だ
一
時
的
で
任
務
の
限
ら
れ
た
も
の
だ
が
、

確
か
に
、
宗
教
戦
争
の
混
乱
の
な
か
で
強
力
な
保
護
川
従
者
制
を
拡
大
し
た
大
貴
族
、
政
治
的
発
言
力
を
増
し
た
高
等
法
院
、
自
治
・
特
権

を
拡
大
し
た
地
方
や
都
市
、
そ
れ
に
国
家
の
な
か
の
国
家
と
し
て
の
ユ
グ
ノ
ー
は
ほ
と
ん
ど
無
傷
の
ま
ま
残
っ
て
お
り
、
強
力
な
抵
抗
、
反

乱
に
会
う
だ
ろ
う
。
権
威
の
あ
る
王
の
下
で
は
安
定
し
、
権
威
の
な
い
、
特
に
未
成
年
の
王
の
下
で
は
混
乱
す
る
と
い
う
パ
タ
ー
ン
は
続
く

だ
ろ
う
。
し
か
し
、
抵
抗
、
反
乱
側
を
ま
と
め
う
る
党
派
と
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
は
最
終
的
に
敗
北
し
た
。

ユ
グ
ノ

l
や
リ

l
グ
の
制
限
君
主
制
論
は
最
終
的
に
敗
北
し
、
穏
健
君
主
制
論
で
さ
え
稀
に
な
り
、
ポ
リ
チ

l
ク
の
王
権
神
授
説
に
よ
る

ほ
ぽ
正
統
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
に
な
っ
た
。
ボ
テ
ロ
の
『
国
家
理
性
論
』
も
翻
訳
さ
れ
(
九
九
年
)
、
宗
教
的
・
倫
理
的
目
的

主
権
論
が
勝
利
し
、

や
私
的
倫
理
と
は
異
な
る
政
治
的
思
患
の
徳
に
よ
っ
て
、
支
配
者
の
行
為
を
倫
理
的
に
正
当
化
す
べ
き
「
国
家
理
性
」
と
い
う
言
葉
も
使
わ

れ
だ
し
た
。
そ
れ
は
、
主
た
る
関
心
を
政
治
の
公
的
生
活
か
ら
哲
学
や
宗
教
の
私
的
生
活
に
移
し
つ
つ
あ
っ
た
知
識
人
か
ら
も
表
明
さ
れ
た
。

シ
ャ
ロ
ン
は
モ
ン
テ

l
ニ
ュ
、
リ
プ
シ
ウ
ス
の
後
を
受
け
て
、
よ
り
重
要
な
私
的
生
活
を
守
る
た
め
に
、
公
的
生
活
で
は
、
信
じ
て
も
い
な

い
、
王
権
神
授
説
に
よ
る
主
権
論
で
あ
れ
、
キ
ツ
ネ
の
術
策
と
ラ
イ
オ
ン
の
武
力
の
選
択
的
適
用
の
政
治
的
思
慮
で
あ
れ
、
王
権
を
強
化
し
、

秩
序
を
保
障
す
る
も
の
な
ら
何
で
も
肯
定
す
る
対
応
を
広
め
た
(
『
知
恵
論
』

一六

O
一年)。

(
1
)
 

(
2
)
 

E
n
v白
汗
冨
m
g
a
z∞∞
R
E
F
-
m
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吉
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ロ
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町
戸
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ロ
u
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H
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H
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〕
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(
3
)
 

(
4
)
 

(5) 

(6) 

ジャン・ボダンの生涯(六・完)
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こ
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裁
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こ
れ
以
後
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続
き
、
一
六

O
九
年
に
は
ポ
ダ
ン
の
娘
ア
ン
ト
ワ
ネ
ッ
ト
の
後
見
人
、
サ
ン
・
カ
ン
タ
ン
の
刑
事
代
官
フ
イ

リ
ッ
プ
・
ド
・
ラ
・
フ
ォ
ン
が
ラ
ラ
ン
に
対
す
る
訴
訟
を
起
こ
し
、
二
年
後
に
勝
訴
し
て
、
中
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家
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優
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一
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匂
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(
日
)
文
献
目
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二
口

(ロ
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Z

m
ロ
白
血
刷
タ
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芹
担
問
苛
巾
丹
江
〉
巾
円
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門
出
山
門
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邸
内
出
件
。
ユ
凹
〉
ロ
門
凶
巾
m
m
H
〈巾ロ田町
:
-
w
U
同)
-
E
ω
-
E
吋∞・

(
日
)
回
即
日
「
】
巾
(
同
日
目
吋
)
唱
同
】
・
凶
M
M
向
日
巴
・
切
開
N
O
]
【
凶
(
ロ
ヤ
印
]
)
・
切
仏
-
H
H
ω
λ
凶∞
-
N
一ニ
jwN
吋坦∞
0

・

(
M
)

国巾円
v
g
E
O
B
m吋
2
・H
H
F
-
u
・
芯
(
ク
ル
テ
ィ
ウ
ス
)
・

(
日
)
『
七
賢
人
の
対
話
』
の
書
誌
学
的
研
究
に
つ
い
て
は
、
の
ロ
『
H
E
E
-
-
1
5・H)
・
ω
ω
-
F
M
M
H
〈
l
「
阿
凶
阿
〈
一

(UE口
三
芯
(
H
E
・g-
宅
-
H
l
N
Y

∞巾
N
O
E
(
ロ
HluH)
噌回円凶
-HHω
・
ω
ω
-
M
∞C
l
N
由
印
一
回
巾
吋
ユ
。
丹
(m
仏
・
)
・
』
巾
同
ロ
∞
。
門
出
p
n。]】。
D
Z
m
w
巾ロ可巾印巾同】丹凹円白
4
白ロ回・・
3

の巾ロ附
4
巾
噌
冨
∞
AF
・℃
H
Y
Mハ〈

lHh
一
関
〈
同
一
五
十
嵐
豊
作
(
三
|
胤
)
参
照
。

『
七
賢
人
の
対
話
』
の
最
初
の
写
本
に
関
し
て
、
こ
れ
ま
で
の
研
究
が
疑
わ
し
い
と
し
て
否
定
し
て
い
る
、
パ
タ
ン
が
ノ

l
デ
か
ら
聞
い
た

話
し
に
は
か
な
り
の
信
濃
性
が
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
お
き
た
い
。
そ
れ
は
パ
タ
ン
が
、
一
六
二
七
年
に
入
手
し
た
写
本
の
由
来
に
つ
い
て
、

ノ
l
デ
か
ら
聞
い
た
話
し
で
あ
る
。
「
へ
プ
タ
プ
ロ
メ
レ
ス
と
い
う
題
名
で
通
っ
て
い
る
〔
写
本
の
〕
ボ
ダ
ン
の
自
筆
原
稿
は
ボ
ダ
ン
の
相
続
人

た
ち
の
手
許
に
あ
っ
た
が
、
彼
ら
は
長
官
メ
ム
の
も
と
で
訴
訟
を
抱
え
て
お
り
、
そ
の
自
筆
原
稿
を
彼
に
貸
し
、
彼
は
そ
れ
か
ら
写
し
を
取
ら

せ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
今
日
パ
リ
の
収
集
家
た
ち
の
文
庫
に
あ
る
写
本
は
そ
れ
に
由
来
す
る
と
思
わ
れ
る
」
(
∞
巾

8
5・
ω・N
∞N
一円
}
g
c
i吋m-
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説

同
)
品
一
切
巾
円
ユ
o
F
匂
-
M
M〈
同
)
。
こ
の
長
官
メ
ム
と
は
、
有
名
な
ア
ン
リ
・
ド
・
メ
ム
の
長
男
で
パ
リ
高
等
法
院
評
定
官
(
一
五
八
三
年
)
、
訴

願
審
査
官
(
九
四
年
)
の
ジ
ャ
ン
・
ジ
ヤ
ツ
ク
か
、
そ
の
長
男
で
一
六

O
八
年
か
ら
父
親
と
同
じ
経
歴
を
歩
む
ア
ン
リ
の
こ
と
で
あ
り
、
彼
ら

親
子
は
先
祖
譲
り
の
熱
心
な
写
本
収
集
家
で
、
そ
の
邸
宅
に
有
名
な
メ
ム
文
庫
を
も
っ
て
お
り
、
ノ

l
デ
は
メ
ム
家
の
常
連
で
、
そ
の
文
庫
の

管
理
人
で
あ
っ
た
。
我
々
は
既
に
、
そ
の
ジ
ャ
ン
・
ジ
ヤ
ツ
ク
・
ド
・
メ
ム
が
ボ
ダ
ン
の
妻
方
の
親
戚
で
あ
り
、
ボ
ダ
ン
や
そ
の
継
子
ニ
コ
ラ
・

バ
イ
ヤ
ー
ル
に
対
し
て
金
の
支
払
い
を
求
め
続
け
て
い
た
こ
と
、
そ
し
て
ボ
ダ
ン
が
裁
判
合
戦
に
巻
き
込
ま
れ
、
そ
の
死
後
も
裁
判
合
戦
が
続

い
て
い
た
こ
と
を
知
っ
て
い
る
。
そ
れ
に
、
メ
ム
文
庫
写
本
は
『
七
賢
人
の
対
話
』
と
は
何
の
関
係
も
な
い
、
ボ
ダ
ン
の
八
六
年
の
手
紙
も
一

緒
に
筆
写
し
て
お
り
、
遺
族
か
ら
借
り
て
写
し
た
と
い
う
証
言
に
見
合
う
。
最
も
古
い
、
パ
タ
ン
や
グ
ロ
テ
ィ
ウ
ス
の
写
本
(
切
F
Z
S
Z
S
F

円
]
白
色
ロ

8
2
〔
パ
タ
ン
文
庫
写
本
、
一
六
二
七
年
〕
・

5
・
H

包
〔
グ
ロ
テ
ィ
ウ
ス
文
庫
写
本
、
一
六
三

O

一
二
四
年
〕
)
よ
り
も
古
い
と
推
定

さ
れ
る
写
本
は
パ
リ
に
三
部
残
っ
て
い
る
が

(EV・
2
巳
芯
ロ
包
夕
立
三
宮

2
2
〔
メ
ム
文
庫
写
本
〕
・

8
8
〔
マ
ザ
ラ
ン
文
庫
写
本
〕
・
回
目
σ-

Z
S
R
S巾w
同・-丘町戸ω
印

N

由
)
、
ボ
ダ
ン
の
八
六
年
の
手
紙
が
付
い
て
い
る
の
は
メ
ム
文
庫
写
本
だ
け
で
あ
り
、
無
関
係
な
も
の
と
し
て
省
か
れ

た
と
推
定
で
き
る
な
ら
、
メ
ム
文
庫
写
本
が
最
も
古
い
も
の
で
あ
る
。
従
っ
て
、
パ
タ
ン
が
ノ

l
デ
か
ら
聞
い
た
話
し
に
は
、
状
況
証
拠
だ
が
、

か
な
り
の
信
溶
性
が
あ
る
。
メ
ム
文
庫
写
本
は
、
脱
落
や
誤
り
が
最
も
少
な
い
と
判
断
で
き
る
だ
け
で
な
く
、
最
初
の
写
本
で
あ
る
可
能
性
も

高
く
、
最
も
権
威
あ
る
写
本
で
あ
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
。

(
日
)
旬
。
口
同
E
巾Z
M
(
同日目白由)・旬匂・出申叶{)・

(口
)
F
E
-
-
H
Y
ロ・

(同
)
U
m
g。ロ。
B
白ロ
F
H・M

・
向
。
戸
口
・

(
四
)
旬
。
口
同
区
巾
己
阿
(
同
回
目
l
A
山由
)

w

匂・品申・

(
却
)
冨
血
山
口
白
m
p
。匂
-nF-
沼
y
E叶∞・

次
男
の
ジ
ャ
ン
が
ボ
ダ
ン
と
同
じ
頃
、
遅
く
と
も
九
七
年
六
月
ま
で
に
は
死
ん
だ
こ
と
は
、
九
六
年
一

O
月
末
の
、
差
押
さ
え
ら
れ
た
財
産

の
生
活
費
に
必
要
な
分
の
解
除
の
嘆
願
に
ジ
ャ
ン
の
名
が
な
い
こ
と
、
九
七
年
六
月
二

O
日
の
、
母
親
の
財
産
の
遺
産
相
続
が
ア
ン
ト
ワ
ネ
ッ

ト
と
ニ
コ
ラ
・
バ
イ
ヤ
ー
ル
だ
け
で
な
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
よ
る
(
句
O
E
E巾ロ
up

ロ
Hgw
匂匂

-
Sゐ
0

・
ロ
ロ
・
品
)
。

(
剖
)
句
。
口
同
E
m
C
H
(
同日目白山町
)

w

匂・吋一「

論

北法38(2・18)216 



h

H

N

(

2

・N)
∞
円
規
科

ニコラ・ルシリエ
ρfリ高等法¥
l院弁護士 / 

ジャン
∞アンヌ アントワネット

.ツJレイヤール l

T亨ヲ百斎務官了| ーニコラ
| ・ノてルテルミィ

国王書記)
ジャンヌ ニコラ フランソワーズアントワネット マリ | 

ミシェル 1~~3~~~\ ゐクロード ピエール | 
j パリ高i ∞ l等法院弁iフ・ノfイヤール ・オプラン プレツlト

J執達吏) I護士:-751 ゐ|ジャン・ボダン| 巴ピ豊明
1'" \~~~:U~I 所弁曙+1 ジエロームラン裁判 明 7置 J...I

l .~ ¥所検事 ・グロセーヌ
フィリップ ランスの代官)

(1576454)|  
トウサン修 l カトリーヌ マグドリーヌ フランソワーズ | 
道院院長 --~--""~ボダンが母\ | 

F ∞ チランヌ ∞シャルル {方の後見人) アントワネット
・ブフン ・カ lレリエ 、 ， 

J三 、 ノ二 輩、 ジャン・ジャック
/ラン裁判ラン裁~\ ∞ E 

同弁護士/ 同弁護士1 ・ド・三土
/1559-1642 
183パリ高等法院l
l評定官.94訴願 l
|審査官. 1600国|

l務顧問 l 
i有名なアンリ・ l
lド・メムの長男l

ボタン関係

デュテルトル
一一一一丁一一一一

「一一一一
イレール ルネ カトリーヌ

(法学士 ¥ (カ川レ
モテの領主/ 会修道士

lレネ

ビエール
∞・ノルマン

(大聖掌のオ)
ノレガン奏者

マリ

∞サヴァリ

アンヌ

しジャン
ー・ユゲ

(羊皮紙職)
人の親方

もO}レネ・ドウテ

(アンジユ憲兵司)
令官所属の憲兵

け

ν
ャ
ン

、
シ
ェ
ル

シャン

・バイヤール

(議員22)
話ク oロ一ド、 お
(:日日5閃叫6
ヴエ Jルレ7 ンド

ワ王領監督官

男 ピエール

フランソワーズ
(1594没)

2 
00 

(ザ)(ZitLii)
エリー

(建生)
'
h
4
 

ツ
-

)

 

、一
1
・生

ワ

花

痴

ト
目
白

J
'
s
t
t
E
t

、

ンア

(
M
m
-
v
h
)

剰
刺
Q
入
e
h
m
M
・
入
令
、



∞H
N
 
(
C
N
-
N
)

∞
的
指
訴

ヴァロワ・アングレーム家

シャルル，アングレーム伯

∞ルイーズ・ド・サヴォワ
l (1531没)

| フ ラ ン ソ ワ一世<'ルグリート
(1494 -1547) ・ダングレーム

(]492-1549) 
1 クロード・ド 2 エレオノール
∞.フランス ∞・ドトリツシユ ∞アンリ・ダルプレ

ナヴアール王
¥---------，-------r---------， (I555没)

ブラシソワ 庁万三百つ シャルル マルグリート
(I5細 ) 「而15T」 (1545没(I574没) ジャンヌ・ダルブレ

ニ エ ル ナヴアール女王
カトリーヌ・ド ∞エマ ユ (1528-72) 

∞・メディシス ・フィリベール
(1519-89) サヴォワ公 m アントワーヌ・ド(i5服) 一・ブルボン

ヴアンドーム公
シャルル (1562没)

-エマニュエル | 

サヴォワ公 |子玉万画面1
(]630没 一 一 一 一一一'------'

∞カタリナ
スペイン王女

マノレグリート
(]553-1615) 

∞庁七万百百1

クロード
(1547ー75)

∞シャルル三世
ロレーヌ公
(I543 -1608) 

エリザベート

∞フェリーぺ二世
スペイン王

~一「
カタリナ イサベル

フランソワ二世
(]544-60) 

∞メアリー
・スチュアート
スコットランド女王

(I542-87) 

~ 

i喜



ジャン二世，プルボン公
ヴアンドーム伯

フランソワ・ド・フワレボン yレイ，ラ・ロッシュ・
ヴアンドーム伯 シュル・ヨン公

ーモンパンシエ女公
シャルル・ド アントワネット ールイーズ
・ブルボン ・ド・ブルボン | 
ヴアンドーム公 (1583没) ルイ二世

(~問没，ノレイ) ギーズ公 モンパンシエ公
九世から 8代目/ ∞ (1513-82) 

クロード
1 ジャックリーヌ・ド
∞・ロンジュイ

アントワーヌ シャルル ルイ一世 マルグ?リート

ヴアンドーム公 ブルボン枢機卿 コンデ公 フランソワ・ ち。カトリーヌ・マリ・
ナヴアール王 (シャルル十世 (153ト 69) ∞ド・クレーヴ lド・ロレーヌ

(1518-62) (1523-90) 
ー ヌヴェール公 』

1 エレオノーlレ 2 フフンソワーズ | フランソワ
・ド・ロワイユ ∞・ドルレアン | モンパンシエ公

(1564没 (1601没 (1592没)

シャlレJレ
ソワソン伯

(1612没)

ブルボン家

2
N
(
H
N
-
N
)

∞
向
指
将

マリ

∞コンデ公
アンリ一世

カトリーヌ

∞ギーズ、公
アンリ

公

ト
・
グ
ル

ツ
ド
一
一

エ
・
ザ
エ

リ

イ

ン

ヴ

ン

ル

ゴ

ヌ

ア

∞

ヌ
ト
一

・
一
レ

ワ

ズ

リ

ロ

ソ
公
。
一
グ
・

ン
チ
必
イ
ル
ド

-
ブ
ン
創
ル
マ
・

フ
コ
。
∞

シャlレ/レ
ヴアンドーム，
ブルボン枢機卿

(1594没)

アンリ一世

コンデ公
(1552-88) 

Lマリ・ド・
山クレーヴ

2 シヤノレロット・
ーカトリーヌ・ド・

ラ・トレモワール

∞ジャンヌ
・ダルブレ

ナヴアール女王
(1528-72) 

|アン J四世汁 カトリーヌ
可百F百ol (16附)

1 マルグリート ∞ロレーヌ公
∞・ド・ヴアロワ アンリ

2 マリ・ド
∞・メディシス

(
M
h
-
y
h
)

関川
m
Q
入
、
裕
・
入
、
r'h



ルネ
ロレーヌ公

アンlトワーヌ ジヤン クロード
ロレーヌ公 ロレーヌ枢機卿 ギーズ公

(1544没(1550没(1550没)

アントワネット
∞・ド・ブルボン

フランソワ ニコラ・ド | 

ロレーヌ公 ・ヴォデモン
(1545没) メルケール公 フランソワ シャルル ルイ クロード ルネ マリ

(1577芦)ー ギーズ公 ロレーヌ枢機卿ギーズ枢機卿オマル公 エルブーフ侯 ∞ジェイムズ五世
(1519-63) (1524ー 74) (1527← 78) (1573没)シャルル二世 ¥.1JL.<t-('i:) ¥J.JL，j-/Oj  ¥h" ... HX/ q566没) スコットランド王

(M-1608) | ∞アンヌ・デスト∞ジヤツク・ド シャlレlレ シャルル一世メ|アリー・
ロレーヌ公 | 

l ヌムール女公 ・サヴォワ オマル公 エルブーフ公スチュアート
ヌムール公 (1555ー1631) (~582没) スコットランド女王

(1583没)

シャルル二世 ∞|フランソワ二世!
シャルル・

エルブーフ公
エマニュエル (1657没)
ヌムール公

(1595没)

C
N
N
(
N
N
-
N
)

∞
的
混
詞

ギーズ・ロレーヌ家部

~m 

∞クロード・
ド・ヴァロワ

アンリ シャノレ/レ
ロレーヌ公 ロレーヌ

(1624没) 枢機卿
(1607没)

カトリーヌ
・マリ
(1596没)

∞モンパンシエ公
ルイ二世
(1582没)

シャlレJレ /レイ

マイエンヌ公 ギーズ枢機卿
(1554-1611) (1555-88) 

アンリ シャルル・
マイエンヌ公エマニュエル

(1621没) ソムリーヴ伯
(1609没)

アンリ
ギーズ公

ブィリップ・ 1レイーズ マルグリート (1550-88) 

エマニュエル 「マですさ五司 ジョワユーズ カトリーヌ
メルケール公∞げンノ三間∞

L..:........:..よニロ 公アンヌ ・ド・クレーヴ
(1558-1602) 

マリ・ド・ | 
∞リュクサンブール ルイ シャルル ルイーズ・

(プルターニュ ギーズ枢機卿 ギーズ公 マピ:ート
公の末商 ) (I叫(1571-16ω-?"/ =f-/，"'¥.. 

∞フランソワ



とガスパール一世・ド
ー・シャチヨン

元帥
(1522没)

オデ ガスパール二世 フランソワ
ボーヴェ枢機卿 (コリニーダンドロ)

(1517ー71) 提督 歩兵総司令官
(1519ー72) (1521-69) 

∞シャルロット・ド
.ラヴアル

(1568没)

フラL、ノワ・ド ルイーズ
・シャチヨン (1620没)

(1591没) ゐシャルル・ド・テリニ

ゐオラニエ公ウィレム
(1533-84) 

ギヨーム・ド・モンモランシー
(1531没)

アンヌ ルイーズ・ド
モンモランシー公 ・モンモランシ一
大元帥 (1547没)

(1493ー 1567) Lフェリ・ド

一・マイイ

元帥

マドレーヌ
(1567没)

∞ロワイユ伯
シャルル
(1552没)

エレオノール・ド シャルロット・ド
・ロワイユ ・ロワイユ

(1564没 (1567没)

∞コンデ公 ∞ロシュフーコ伯
ルイ一世 フランソワ

モンモランシ一家

∞マドレーヌ・ド
・サヴ?ォワ

H
N
N
(
円N
-
N
)

∞
円
潟
判

レ

八
ム
一
フ
一
・

ル

・

ワ

ト

世

一
ド
モ
ツ
ヌ
公
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ヌ

ア

・

レ

ロ

一

デ

リ

ン
ウ
イ
ト
l
lル
リ
ン
ン

ヤ

ト

ル

・

ヤ

ト

コ

ア

ジ

∞

シ

カ

∞

エレオノール

∞テュレンヌ子爵
フランソワ・ド
・ラ・トウール

シャ/レノレ
(メ/レ)
提督

(1612没)

∞ノレネ・ド
・コセ

(コセ元帥)
の娘

ガプリエル
(モンベロン)

(1562没)

ギョーム
(トレ)
(1592没)

アンリ一世
(ダンヴイル)
大元帥
(1534 -1614) 

Lアントワネット・ド
ー・ラ・マルク

(プイヨン公ロベー)
/レの娘， 1591没
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This study is an attempt to elucidate the life and the thought of J ean Bodin 
synthetically. In this paper， 1 treat of the last years in his life. 
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• Assistant Professor at the Educational University of Hokkaido (Asahikawa Branch) 

北法38(2・216)414 



Vol. XXX VIII. Na2 The Hokkaido Law Review 

his will， and was buried at the Catholic monastery in 1596. While he criticized the 

Christianity， especially the Catholic as fa1se re1igion， it was concerning private or 

inner religion， public or outer religion was for him a matter of convenience or 

taste. This separation or disunion of the public and the private was a fundamen. 

ta1 attitude of the intellectua1s at the age of， and after the Wars of Religion. It 

was， contrary to his prophecy， two years 1ater from his death that the peace was 

restored throughout the country. 
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